
お問い合わせ

〜“管理不全空き家”になる前に〜

6 15 : 00〜 1 6 : 00⽇月1日

空き家バンク制度ってそもそも何？

登録の手続きってどうするの？

登録したら住んでくれる人はいるの？

家の持ち主が島外にいるけど大丈夫？

空き家の相談会空き家の相談会

参加
無料

お家
の終活を考えよう

第 1回

共催：小値賀町（未来創造課）

主催：小値賀町移住サポートセンター（合同会社 s ome ru）

今後の
開

催
予
定

0 9 0 -8 9 1 6 - 3 3 7 5 i n f o@o j i c a l . com

会場尼忠東店 対象どなたでも歓迎

こんなお悩み

ありませんか？こんなお
悩み

ありませ
んか？

相談会終了後、個別の相談も受け付けます。
まずはお気軽にご参加ください。

事前申込は不要です。当日お時間になりましたら会場にお越しください。

空き家所有者向け

第2回： 8月
第3回：10月
第4回：12月
上記は予定です。
変更になる可能性もござ
います。
詳細が決まり次第回覧板
等でお知らせします。

令和7年

tel:09089163375

